
（宛先）箕面市長

←この届出を記入または投函する日

←実際に転出する予定（または転出した）日

必要があります。（運用一時停止や廃止になっているカードは使用できません。）
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※住民票コードが分からない場合は記入しなくてかまいません。

（注意）

　１　転出の予定日から30日を経過した日または転入（引越）した日から14日を経過した日のいずれか早い日以降に

　　　転入届を提出する場合は、この届出は無効になり、あたらめて転出届をして転出証明書の交付を受ける必要が

　　　あります。　（問い合わせ先：箕面市戸籍住民異動室 072-724-6725）

　２　この届出を郵送で行った場合でも、国民健康保険、介護保険、学校など、別途窓口での手続きが必要な場合が

　　　あります。詳しくは各手続きの担当課へお問い合わせください。

特　例　転　出　届

届出年月日 　　　　 　　　年　　　　月　　　　日

転出（予定）年月日 　　　　　　 　年　　　　月　　　　日

連絡先（平日の昼間に連絡がつく電話番号）

　この届出をするときは、異動する人のうちいずれかが個人番号カード（マイナンバーカード）の交付を受けている

　また、転入届をする際に、個人番号カード（マイナンバーカード）を持参し、暗証番号を入力する必要があります。

（集合住宅名　　　　　　　　　　　　　　　　部屋番号　　　　　　　　　　　　）

異動する人全員の氏名（届出人含む） 生年月日 性別 住民票コード

届出人氏名

（自署または記名押印）

住
所

新
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世
帯
主
氏
名

新

旧
箕面市　　　　　　　　　　　　　　丁目　　　　　　　　　番　　　　　　　　　号

旧
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・
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女

審査 入力 点検 関係課通知

□確認

転入先市町村連絡事項個人番号カード

運用状況


